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第１章 水質管理の概要  

１．水源における水質管理 

（１）水道水源の概要 

  本市水道事業における水源は、深さ２００ｍから３００ｍの深井戸から汲み上

げる地下水（以下「自己水」という。）と宇治川、木津川、桂川の各表流水を取

水する３つの浄水場で構成される京都府営水道からの受水（以下「府営水」とい

う。）の２系統になっています。  

  自己水は、７箇所の取水井戸があり、美濃山浄水場で浄水処理を行っています。 

  府営水は、京都府営水道の３浄水場で浄水処理された水道水を美濃山浄水場及

び月夜田受水場（第１分水点経由）の２箇所で受水しています。  

また、立地条件などで本市水道施設からの給水が困難な地域については、隣接

する京都市、久御山町、枚方市から水道水の供給を受けています。（以下「分水」

という。）  

 

第６号取水井

第８号取水井

第４号取水井（休止中）第３号取水井

第５号取水井

第７号取水井
 

 

  ※第２号取水井（休止中）は、美濃山浄水場内にあります（写真省略）。  
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令和３年３月策定の「八幡市水道ビジョン」において、自己水と府営水の水源

割合は経営効率と供給安定性のバランスを考慮した適切なバランスを検討し運

用することとしています。  

なお、令和４年度の水源別の構成比率は、自己水３７．５％、府営水６１．３％、

分水１．２％となっています。   

木津浄水場

宇治浄水場

乙訓浄水場

京都府営水道
久御山広域ポンプ場

第一分水点

第二分水点２号取水井

４号取水井

３号取水井

５号取水井

６号取水井

８号取水井

７号取水井

美濃山低区配水池

１号池
２号池

月夜田受水場

美濃山浄水場

京都府営水道

京都府営水道

隅田口配水池

西山第二配水池

１号池
２号池

西山第一配水場

栗ヶ谷配水池

興正加圧ポンプ場

栗ヶ谷調圧流量計室

西山第一配水場（減圧地区①）

栗ヶ谷配水池

西山第一配水場（減圧地区②）

西山第一配水場

西山第二配水池

西山第二配水地（加圧地区）

隅田口配水池

美濃山低区配水池

美濃山高区配水池

美濃山高区配水池（高架水槽）

京都市・久御山町・枚方市から分水

給水区域 凡例

受水管

導水管

送水管

配水本管

管路 凡例

美濃山高区配水場

減圧弁室
八幡市役所

分庁舎
（上下水道部）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

場所 住所 配水系統

① 第7取水場 野尻一庵 美濃山低区配水池系

② 五区集会所 川口西扇 美濃山低区配水池系

③ 下水道中ノ山倉庫 男山吉井 美濃山高区配水場系

④ 欽明やまぶき公園 欽明台西 美濃山高区配水場系（高架水槽）

⑤ 柿ヶ谷集会所 八幡柿ヶ谷 西山第一配水場系

⑥ 府道京都守口線歩道内 八幡池ノ首 隅田口配水池系

⑦ 橋本興正加圧ポンプ場 橋本興正 西山第二配水池系

⑧ 狩尾神社前 橋本狩尾 栗ヶ谷配水池系（西山第一配水場系）

⑨ 旧科手浄水場前 八幡科手 西山第一配水場系

⑩ 橋本栗ヶ谷調圧流量計室 橋本北ノ町 西山第一配水場系

⑪ 八幡市役所分庁舎 八幡高畑 隅田口配水池系

採 水 場 所 （★印）一 覧

 
 

給水区域と水道施設の位置（採水場所一覧） 
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（２）水源における水質管理 

  自己水は、深井戸の特長から地表の汚濁源からの汚染を受けず、季節的変動も

少なく水質及び水量とも安定しています。常に安全で安心な水道水を供給するた

めには、水源の水質管理を行っていくことが重要で、地下水（以下「原水」とい

う。）については３９項目の水質検査を定期的に行い、水源の水質管理に努めて

います。  

  原水の水質は、有機物濃度が低く、鉄やマンガン濃度が高いのが特徴です。こ

のため、鉄、マンガンの検査は毎日検査項目として位置付けています。また、塩

化物イオン濃度が基準値の５％程度であり、大腸菌やトリクロロエチレンなどが

検出されず、地表水の混入もないことが確認できていることから、「水道におけ

るクリプトスポリジウム対策指針」のレベル１（汚染の可能性が低い施設）に相

当します。  

 

 

２．浄水場及び受水場における水質管理 

（１）美濃山浄水場の概要 

  取水井戸で取水した原水は、導水管により美濃山浄水場へ運ばれます。美濃山

浄水場では、原水中に含まれる鉄、マンガンを除去するため、前塩素・凝集沈澱・

砂ろ過の浄水処理方式を採用し、昭和５６年７月から給水を開始しています。 

  また、美濃山浄水場では府営水道（第２分水）から浄水を受水しており、自己

水と混合し、自然流下で月夜田受水場へ、ポンプ圧送で美濃山低区配水池及び美

濃山高区配水場へ送水しています。 

  美濃山浄水場では、平成２０年度に行った月夜田受水場の更新工事に併せて中

央監視制御設備も更新し、美濃山浄水場と全水道施設の運転状況、主要水道施設

の水質を一括管理しています。 

 

 

 

 

 
 

み美濃山浄水場   
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（２）月夜田受水場の概要 

  月夜田受水場は、美濃山浄水場及び府営水道（第１分水）から浄水を受水し、

ポンプ圧送により西山第１配水場及び隅田口配水池へ送水しています。 

  月夜田受水場は、昭和４６年から供用を開始しましたが、老朽化に伴い平成１

８年度より更新工事に着手し平成２１年２月竣工と共に運用を開始しました。月

夜田受水場更新工事と併せて行った美濃山浄水場中央監視制御設備の更新によ

り遠方監視機能を増強し、無人施設化して合理化を図り、２４時間運転を行って

います。 

 

 

 

 

 
 

1 月夜田受水場   

 

 

 

 

 
 

1 送水ポンプ施設   
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（３）美濃山浄水場における水質管理 

  美濃山浄水場では、中央監視制御設備により、原水及び浄水処理過程の水質を

常時監視するとともに、毎日行う水質検査や原水及び浄水について定期的に行う

精密な水質検査によって、処理状況をきめ細かに確認しています。  

  また、浄水処理で使用する次亜塩素酸ナトリウム溶液については、適切な温度

管理や使用量に応じ貯蔵量を調整するなど、薬品の劣化を最少に防ぐように管理

しています。  

 

 

 
 

1 中央監視制御設備   

 

 

（４）月夜田受水場における水質管理 

  月夜田受水場の水質については、受水池に流入する美濃山浄水場からの浄水及

び府営水並びに配水池への送水の水質を水質自動監視装置で常時自動計測して

います。  

残留塩素の確保については、塩素目標値を設定し自動制御で次亜塩素酸ナトリ

ウム溶液を追加注入しています。  

  また、次亜塩素酸ナトリウム溶液の管理は、薬品の劣化を最少に防ぐため美濃

山浄水場と同様の管理を行っています。  

  なお、水質自動監視装置で計測したデータは、美濃山浄水場の中央管理室に送

信され、２４時間常時管理しています。  
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1 水質自動監視装置   

 

 

 
 

1 次亜塩素酸ナトリウム注入設備   

 

 

 

３．  送水、配水及び給水における水質管理  

（１）  送水、配水及び給水の概要 

  本市の配水系統は、美濃山浄水場系統と月夜田受水場系統に大別されます。  

美濃山浄水場系統は、美濃山浄水場で浄水処理した自己水と第２分水点で受水

した府営水を混合した浄水を美濃山高区配水場（内池、外池及び高架水槽）と美

濃山低区配水池へポンプ圧送し、自然流下により市内に給水しています。  

月夜田受水場系統は、美濃山浄水場から送水される浄水（混合水）と府営水（第

１分水点）を混合し、西山第１配水場と隅田口配水池へポンプ圧送し、自然流下

により市内に給水しています。また、西山第１配水場からは西山第２配水池へも

ポンプ圧送しており、西山第２配水池から自然流下により給水しています。なお、

地形的条件から自然流下で給水が困難な橋本興正地区にはポンプ場を配置し、加

圧給水を行っています。  
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  令和４年度実績では、給水件数２９，０６３件、給水人口６９，３５９人、年

間の総配水量７，２７２，６８１ｍ 3、1 日最大給水量２２，３０６ｍ 3、１人当

たり１日平均給水量２８７ℓ となっています。 

受水管、導水管、送水管、配水管の総延長は、令和４年度末で約２８６㎞あり、

主にダクタイル鋳鉄管を使用しています。管路の布設年度は、昭和４０年代に布

設されたものが総延長の１１％、昭和５０年代に布設されたものが総延長の３

１％となっており、約４割が昭和５０年代までに布設されています。 

昭和５５年以前のポリエチレンスリーブ被覆による防触対策を施していない

管路については、老朽化や腐食による漏水事故の危険性が高いため、管路の耐震

化も兼ねて計画的に更新を行っています。また、受水管、導水管、送水管並びに

配水本管といった断水による影響が大きい基幹管路については、優先的に耐震化

に取り組んでいるところです。 

  配水管から分岐した給水管は、主に硬質塩化ビニル管が使用され、給水方式は、

一部の地域（橋本興正地区）を除き、水圧を確保できる高さに設置した配水池を

利用して各ご家庭の給水栓（蛇口）まで直接給水する直結直圧式給水方式とビル

やマンションなどで一度受水槽に水を貯め、各給水栓へ給水する受水槽方式があ

ります。受水槽方式では、受水槽の有効容量で区分けされており、１０ｍ 3 を超

えるものを「簡易専用水道」、１０ｍ 3 以下のものを「小規模貯水槽水道」とい

います。 

 

 
 

 

 

布設年度別管路延長  

 

 

 

 

 

 



 12 

（２）  送水、配水及び給水における水質管理 

  本市では、市内給水栓における水道水の安全性を確認するために、美濃山浄水

場系統と月夜田受水場系統の配水系統毎に定めた４箇所の市内給水栓で定期的

に、水道法に定める水質基準に関する検査等を行っています。  

  また、水道法に定める毎日検査として市内７箇所の給水栓で採水し、色及び濁

り並びに消毒の残留効果について検査するほか、さらに、重要な水道施設や管末

給水栓の水質（色度、濁度及び残留塩素濃度）を水質自動監視装置（現在４箇所）

で常時監視していることで、迅速な対応が可能となっています。  

 

      
《美濃山高区配水池系統 (男山吉井地内 )》      《隅田口配水池系統 (上下水道部庁舎 )》  

 

1 自動水質監視装置   

 

※管末給水栓監視用の自動水質監視装置は、上記のほか美濃山低区配水池系統

(第 7 号取水井内)、 西山第 1 配水場系統(栗ヶ谷調圧流量計室内)に設置してい

ます。 

 

 

  送、配水施設などの整備の際には、使用材料の品質を確認しながら使用してお  

り、施設が完成した時にも、その施設を使用する前に洗浄や水質検査を行ってい  

ます。万が一、管路の老朽化により管内の錆などによる濁水（赤水）が発生した  

場合は、流速に変化をつけて洗管放水（洗浄排水）を行い、濁水の発生を抑制す  

る対策を講じています。  

給水装置は個人の財産ですが、給水装置からの逆流などによる水道施設全体へ  

の危害を防ぐため、給水装置の工事や維持管理について、水道法、八幡市上水道

給水条例、給水条例施行規程、給水装置工事施行基準に基づき、給水装置工事の

審査、指導、監督を行っています。  

本市では、鉛製給水管が昭和４６年から昭和６０年頃に建築されたご家庭の量  

水器（水道メーター）の前後５０㎝に使用されています。鉛製給水管は、漏水の

危険性が高く、また長時間水が滞留していると、わずかですが鉛が溶け出すとも
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言われています。このため、漏水を防止するとともに、より一層安全・安心で良

質な水を供給するため、平成２５年度から鉛製給水管取替事業を進め、平成２９

年度をもって事業終了となりましたが、一部残存している箇所につきましては引

き続き対応してまいります。  

 受水槽の管理は、設置者が行うこととなっており、適正な水質を確保するため、

定期的な清掃・点検や水質検査を受けるなどいつでも安全で衛生的な水が供給さ

れるよう設置者に情報提供を行っています。  

 

 
 

 

４．浄水受水の水質管理 

（１）  浄水受水の概要 

  本市では、府営水を第１、第２分水点の２箇所で受水しています。第１分水点

で受水した浄水は、受水管で月夜田受水場へ送られます。第２分水点は、美濃山

浄水場内にあり、自己水と混合して各施設へ送られます。  

  府営水を供給する京都府営水道は、宇治川を水源とする宇治浄水場、木津川を

水源とする木津浄水場、桂川を水源とする乙訓浄水場の３つの浄水場で浄水処理

し、その３浄水場の送水管路が久御山広域ポンプ場で接続され、広域的な水運用

をしています。３浄水場の接続、広域的水運用は、災害などの非常時において、

例えば１浄水場で機能が停止した場合でも、他の浄水場からのバックアップが可

能で、非常時でも１日平均受水量の約７割の供給が受けられることから比較的安

定した水源といえます。  

 

（２）浄水受水の水質管理 

  京都府営水道においても、本市へ供給する府営水の水質検査を行い、その結果

をホームページに掲載されています。  

  また、分水についても供給していただいている近隣市町で水質検査を行ってい

ます。  
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５．水質検査 

（１）水質検査の概要 

  水質検査は、給水される水道水が水道法第４条に基づく水質基準を満たし、も

って水道水が安全で良質であることを確認するために不可欠なものです。  

  水道法では、配水系統ごとに給水栓での水道水が水質基準に適合しているかど

うかの検査が義務付けられています。  

  現在の水質基準では、「水質基準項目」として健康に関する項目と水道水が有

すべき性状に関する項目を合わせて５１項目が設定されており、その水質検査が

義務付けられています。また、水質基準項目に加え、水道水中での検出の可能性

があるなど、水質管理上留意すべき項目を「水質管理目標設定項目」、さらに毒

性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明などの理由から水質基準項目、

水質管理目標設定項目に分類できない項目を「要検討項目」と位置付け、それぞ

れに目標値が設定されています。  

本市では、「水質基準項目」全５１項目、「水質管理目標設定項目」１７項目

（二酸化塩素に関連する項目を除く）のほか、本市が独自に必要とする３項目の

合計７１項目について水質検査（委託）を行っています。  

 

（２）水質検査計画の策定 

  毎事業年度の開始前に、給水区域の規模や水源の状況を考慮して、検査箇所や

検査回数などを定めた水質検査計画を策定しており、これに基づいて計画的に水

質検査を実施しています。  

  なお、水質検査計画及び水質検査結果は、ホームページに公表するとともに、

水質基準項目すべてについて水質基準値を下回っていることを確認しています。 

 

（３）水質検査における精度の管理 

 現在、水質基準項目、水質管理目標設定項目の検査については、本市が受水し

ている京都府営水道の水質管理センターに委託し、その他の項目については、厚

生労働省に登録されている民間の水質検査機関に委託して行っています。そのた

め、各水質検査機関における精度管理の実施状況を把握し、適正な精度の管理が

行われていることを確認しています。  

  水質検査計画は、水質検査結果及び水質管理状況を考慮し、年度毎に見直しを

行っています。  

  また、「京都府営水道受水市町水質管理支援システム」を介し、府及び関係市   

 町と連携を取りながら複雑化する水質問題に対処しています。  
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1 美濃山浄水場水質試験室   

第２章 水安全計画策定  

１ . 策定の目的  

安全な水道水を安定して供給することは、水道事業にとって何よりも重要な責務

です。水道水の安全性については、法律で水質基準が定められており、この基準に

適合するように本市水道事業では水道水の安全性を確保する事業運営を創設以来

継続してきました。  

 近年では、お客さまの安全性に対するニーズの高まりなど水道水を取りまく環境

が変化しており、より徹底した水質管理が求められています。また、水需要の減少

に伴う給水収益の伸び悩み、経験豊富な職員の減少が見込まれる中、安全性を効率

的に維持していくシステムが必要となっています。  

 これらの課題は、水源から給水栓までの水道システム全体における危害を抽出し、

それぞれの過程できめ細かに危害を管理し、危害が発生した際に、迅速な対応をと

ることで解決されます。そのため、危害分析から危害管理、危機管理で構成された

リスクマネジメント手法である水安全計画を導入した業務を行うことが必要とな

ります。  

 この水安全計画を策定することで、より安全な水道水を供給することを目指しま

す。  

 

 

２. 基本方針 

（１）安全性の向上 

 水源から給水栓までの過程において、水質に関する危害や危害発生原因を分析

し、きめ細かに管理するとともに、水道施設の清掃、職員の健康診断などの衛生

管理の徹底、京都府営水道など関係水道事業体との連携を強化することで、水道

水の安全性の向上を図ります。  

 また、管理目標を定めて業務を行い、目標が達成できなかったときには業務の

改善を行うことで、継続的な安全性の向上に努めます。  
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（２）お客さまからの信頼確保 

  お客さまから信頼を獲得するには、特に水道水の安全に関する事故等を未然に

防止することが重要ですが、万が一、事故等が発生したときに適切な対応がとれ

ること、そして事故等の情報を適切に伝えられることが求められます。水安全計

画により、これらの事項を継続的に実現します。  

 

（３）技術の継承と技術レベルの向上 

  お客さまへの安心で安全な水道水の提供は、水道事業に携わる職員の様々な業

務によって実現します。職員が業務を通じて得た経験や技術を組み込んだ水安全

計画を策定することで、そのノウハウは組織的に共有されます。この共有された

ノウハウを継続的に見直して改善することで、技術の継承と技術レベルの向上を

図ります。  

 

 

３. 危害分析 

（１）水道システムに関する情報収集 

 水源から給水栓までの水質検査結果や浄水場の連続監視データを整理すると

ともに、過去の水質事故の事例などを収集し危害分析の資料としました。  

  また、浄水場の処理方式、水源から給水栓までの水質監視や水質検査の状況を

整理し、危害が発生した場合の対処方法や監視方法を検討するための資料としま

した。  

 

（２）危害の抽出 

 収集・整理した情報を基に、水源から給水栓までの水道システムにおいて発生

する可能性のある危害を抽出しました。危害については、水源から蛇口までのあ

らゆる過程において、過去に発生した危害だけでなく、水道水質に影響を及ぼす

可能性のあるすべての危害を対象としました。  

 

発生箇所別の危害原因事象 

危害発生場所 危害原因事象 

水源地（府営水） 
渇水による受水制限 

府営水の水質異常 

水源地（取水井） 

 渇水による地下水位低下 

 ケーシング破損、スクリーン閉塞 

 冠水による雨水・汚水の流入 

 落雷などによる設備の故障 

 人為的な不法投棄、テロ行為 

 地震による水質悪化 

 テレメータ等の通信設備故障 

浄水場 着水井 

 取水ポンプ異常による流量低下 

 設定ミス、注入ポンプ等異常による次亜塩素酸ナトリウムの注入不足 

設定ミス、注入ポンプ等異常による次亜塩素酸ナトリウムの過剰注入 

 設定ミス、注入ポンプ等異常によるポリ塩化アルミニウムの注入不足 
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浄水場 
着水井 設定ミス、注入ポンプ等異常によるポリ塩化アルミニウムの過剰注入 

フロック形成池  攪拌機異常による攪拌不足又は過剰、老朽化による攪拌翼破損 

浄水場 

薬品沈澱池 

 ポリ塩化アルミニウムの注入不足によるフロック沈降不足 

 清掃不足等による傾斜板スラッジ堆積大 

 老朽化、地震などによる傾斜板破損 

急速ろ過池  逆洗異常（水量異常、設定異常）による洗浄不足 

浄水池 
 清掃不足による砂等の流出 

 劣化による内面防水塗装剥離 

水処理用 

薬品類 

 長期保存、高温による劣化 

 薬品受入れミス（仕様外） 

 注入管の目詰り、劣化による破損 

計装設備 

 中央監視設備の故障 

 水質監視装置の故障 

 工事、落雷による停電 

 テレメータ等の通信設備故障 

 サンプリング管の目詰り、ポンプ故障 

送水ポンプ  送水ポンプ設備等故障 

府営水受水  受水制限 

その他  テロ行為 

受水場 

受水池 

 清掃不足による砂等の流出 

 劣化による内面防水塗装剥離 

設定ミス、注入ポンプ等異常による次亜塩素酸ナトリウムの注入不足 

設定ミス、注入ポンプ等異常による次亜塩素酸ナトリウムの過剰注入 

水処理用 

薬品類 

 長期保存、高温による劣化 

 薬品受入れミス（仕様外） 

 注入管の目詰り、劣化による破損 

計装設備 

 水質監視装置の故障 

 工事、落雷による停電 

 テレメータ等の通信設備故障 

 サンプリング管の目詰り、ポンプ故障 

送水ポンプ  送水ポンプ設備等故障 

府営水受水  受水制限 

その他  テロ行為 

配水池 

 清掃不足による砂等の流出 

 劣化による内面防水塗装剥離 

 落雷等による計装設備故障 

 テレメータ等の通信設備故障 

 テロ行為 

管路 

導水管 
 老朽化による腐食（破損） 

 他の掘削工事による破損 

送水管 

 管内面、弁等に付着した水垢、錆等の影響 

 老朽化による腐食（破損） 

 他の掘削工事による破損 

配水管  管内面、弁等に付着した水垢、錆等の影響 
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管路 配水管 

老朽化による腐食（破損） 

 他の掘削工事による破損 

 残留塩素不足 

 バルブ操作による濁水の発生 

 モルタルライニングのシールコートの流出 

給水管及び給水器具 

 給水管、給水器具の不良 

 鉛製給水管の使用 

 クロスコネクション 

 使用水量不足による滞留 

 他の掘削工事による破損 

貯水槽水道 

 受水槽の清掃不足 

 蓋の腐食、破損、閉め忘れなどによる雨水やごみの混入 

 使用水量不足による滞留 

 テロ行為 

 

 

（３）抽出した危害の評価 

 抽出した様々な危害原因事象について、危害の重大さの評価を行いました。発

生頻度と危害が発生した場合に関連する水質項目へ与える影響の大きさについ

て分析を行い、リスクレベルを設定しました。 

①  発生頻度の特定 

  危害原因の発生頻度については、発生頻度の分類表により５段階に分類しまし

た。また、発生頻度の特定は、水質測定結果の水質基準等に対する割合がたかく

なる頻度や、過去の発生事例等を参考としました。 

 

発生頻度の分類 

分類

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ 頻繁に起こる 毎月

起こりにくい 3～10年に1回

やや起こりやすい 1～3年に1回

起こりやすい 数ヶ月に1回

内　　　容 頻　　　度

めったに起こらない 10年以上に1回

 
 

 

②  影響程度の特定 

危害原因の影響については、影響程度の分類表により５段階に分類しました。 

また、影響程度は、関連水質項目の水質基準値等を参考としました。  

影響程度の分類１ 

　致命的な影響が現れる恐れがある

　の人は別の飲料水を求めるまでには至らない
ｂ 考慮を要す

　利用上の支障があり、多くの人が不満を感じるが、ほとんど

ｅ

内　　　容

取るに足らない

やや重大

重大

甚大

分類

ａ

ｃ

ｄ

説　　　明

　利用上の支障はない

　利用上の支障があり、別の飲料水を求める

　健康上の影響が現れる恐れがある
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影響程度の分類２ 

 　　　　　　　　　　　　　　危害時想定濃度　≦　基準値等の10％

  基準値等の10％　＜　危害時想定濃度　≦　基準値等

　基準値等 　　　　　＜　危害時想定濃度（大腸菌、シアン化合物、水銀等、並びに残留塩素以外の項目）

　基準値等　　　　 　＜　危害時想定濃度（大腸菌、シアン化合物、水銀等）

　危害原因事象の発生時に残留塩素が0.1㎎/㍑未満

　基準値等　　　　 　＜　危害時想定濃度

　危害原因事象の発生時に残留塩素が不検出

 　　　　　　　　　　　　　　危害時想定濃度　≦　基準値等

　基準値等　　　　 　＜　危害時想定濃度（苦情の出にくい項目）

　基準値等　　　　 　＜　危害時想定濃度（苦情の出やすい項目）

　基準値等　　　　 　≪　危害時想定濃度

　（２）性状に関する項目

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｃ

ｄ

ｅ

ａ

ｂ

　（１）健康に関する項目

 
 

 

③  リスクレベルの設定 

危害の発生頻度と影響程度からリスクレベル設定表より危害原因のリスクレ 

ベルを設定しました。発生頻度が小さくても発生時に水道使用者に不安を抱かせる

危害原因については、危害レベルを高く設定しました。 

 

リスクレベル設定表 

 

取るに足らない 考慮を要す やや重大 重大 甚大

a b c d e

頻繁に起こる 毎月 E 1 4 4 5 5

起こりやすい 1回/数ヶ月 D 1 3 4 5 5

やや起こりや
すい

1回/1～3年 C 1 1 3 4 5

起こりにくい 1回/3～10年 B 1 1 2 3 5

めったに起こら
ない

1回/10年以上 A 1 1 1 2 5

危害原因事象の影響程度

発
生
頻
度

 

 

 

４. 危害への対応措置 

（１）現状の管理措置、監視方法の整理 

 抽出した危害原因事象に対して、現状の水道システムにおける管理措置及び監

視方法を整理しました。 



 20 

  

 

 

①  管理措置 

管理措置とは、危害原因事象による危害の発生を防止する又はそのリスクを軽

減することを目的とした管理手段を意味します。管理措置には、危害を直接的に

除去又は軽減する「処理」の他に、危害原因事象を未然防止する又は発生の兆候

を把握する「予防」が含まれます。 

 

②  管理措置に対応する監視方法 

監視とは、管理措置が機能していることを確認するために行うもので、管理 

措置に応じて様々な監視方法があります。「予防」に分類される管理措置では、

措置の実行自体又は実施した結果を確認することとしました。一方、「処理」に

分類される管理措置では、関連する水質項目を監視する場合と管理措置の機能状

況を代替的に評価できる項目を監視する場合などがあり、その方法としては、水

質計器等を用いた測定や手分析などがあります。 

 

 

対応措置の内容 

分 類 管理措置 監視方法 

予防 

 水質調査  現場での状況確認 

 施設の予防保全（点検・補修・清掃等）  調査結果の確認 

 設備の予防保全（点検・補修等）  点検・補修時の現場での確認 

 他工事のマーキング・施工立会等   

 施設の赤外線警備、施錠   

 水処理用薬品の品質管理   

 情報収集       

 調査・原因分析       

 給水栓・貯水槽における情報提供       

処理 

 塩素処理  水質計器による連続測定（水質監視） 

 凝集・沈澱処理  定期の水質検査（水質確認） 

 ろ過処理  現場での保全状況の確認 

 水質検査  手分析 

 自家発電設備による施設保全    

 

 

（２）管理措置等の整理表作成 

  抽出した各危害原因事象について、関連水質項目やリスクレベル、現状の管理

措置及び監視方法並びに危害発生時の対応、最終措置（改善されない場合）を整

理した表を作成しました。  
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毎

月
検

査
）

⇒
水

質
検

査
薬

品
注

入
率

変
更

⇒
取

水
停

止

濁
度

Ａ
ａ

1
点

検
・
補

修
凝

集
・
沈

澱
・
ろ

過
処

理
⇒

状
況

確
認

水
質

監
視

⇒
水

質
検

査
薬

品
注

入
率

変
更

⇒
取

水
停

止

落
雷

な
ど

に
よ

る
設

備
の

故
障

水
量

Ｂ
ａ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
状

況
確

認
⇒

修
繕

⇒

人
為

的
な

不
法

投
棄

、
テ

ロ
行

為
シ

ア
ン

、
そ

の
他

毒
性

物
質

Ａ
ｅ

5
赤

外
線

警
備

・
施

錠
－

⇒
状

況
確

認
水

質
監

視
⇒

水
質

検
査

⇒
取

水
停

止

地
震

に
よ

る
水

質
悪

化
濁

度
Ａ

ａ
1

－
凝

集
・
沈

澱
・
ろ

過
処

理
⇒

状
況

確
認

水
質

監
視

⇒
水

質
検

査
薬

品
注

入
率

変
更

⇒
取

水
停

止

テ
レ

メ
－

タ
等

の
通

信
設

備
故

障
（
落

雷
含

む
）

水
量

Ｃ
ａ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
状

況
確

認
⇒

修
繕

⇒

管
路

導
水

管
老

朽
化

に
よ

る
腐

食
（
破

損
）

水
量

Ｂ
ｄ

3
調

査
・
補

修
（
更

新
計

画
策

定
）

－
⇒

状
況

確
認

⇒
修

繕
⇒

布
設

替
え

水
源

池
（
取

水
井

）

ケ
－

シ
ン

グ
破

損

冠
水

に
よ

る
雨

水
・
汚

水
の

流
入

管
理

措
置

危
害
原
因
事
象
、
関
連
水
質
項
目
、
リ
ス
ク
レ
ベ
ル
、
対
応
措
置
の
整
理
表

発
生

箇
所

危
害

原
因

事
象

関
連

す
る

水
質

項
目

発
生

頻
度

影
響

程
度

ﾘｽ
ｸ

ﾚ
ﾍ
ﾞﾙ

対
応

措
置

の
内

容

箇
所

種
別

最
終

措
置

（
改

善
さ

れ
な

い
場

合
）

⇒
監

視
方

法
⇒

危
害

発
生

時
の

対
応

⇒
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（
予

　
防

）
（
処

　
理

）

管
路

導
水

管
他

の
掘

削
工

事
に

よ
る

破
損

水
量

Ｂ
ａ

1
マ

ー
キ

ン
グ

・
立

会
－

⇒
状

況
確

認
⇒

修
繕

⇒

取
水

ポ
ン

プ
異

常
に

よ
る

水
位

変
動

水
量

Ａ
ｂ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
状

況
確

認
⇒

修
繕

⇒
取

水
ポ

ン
プ

の
更

新

設
定

ミ
ス

、
注

入
ポ

ン
プ

等
異

常
に

よ
る

次
亜

塩
素

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

の
注

入
不

足
残

留
塩

素
、

鉄
、

マ
ン

ガ
ン

Ａ
ｃ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
予

備
機

切
替

薬
品

注
入

率
変

更
⇒

注
入

ポ
ン

プ
等

の
更

新

設
定

ミ
ス

、
注

入
ポ

ン
プ

等
異

常
に

よ
る

次
亜

塩
素

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

の
過

剰
注

入
残

留
塩

素
、

鉄
、

マ
ン

ガ
ン

Ａ
ｃ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
予

備
機

切
替

薬
品

注
入

率
変

更
⇒

注
入

ポ
ン

プ
等

の
更

新

設
定

ミ
ス

、
注

入
ポ

ン
プ

等
異

常
に

よ
る

ポ
リ

塩
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

の
注

入
不

足
濁

度
Ａ

ｃ
1

点
検

・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
予

備
機

切
替

薬
品

注
入

率
変

更
⇒

注
入

ポ
ン

プ
等

の
更

新

設
定

ミ
ス

、
注

入
ポ

ン
プ

等
異

常
に

よ
る

ポ
リ

塩
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

の
過

剰
注

入
濁

度
Ａ

ｃ
1

点
検

・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
予

備
機

切
替

薬
品

注
入

率
変

更
⇒

注
入

ポ
ン

プ
等

の
更

新

ﾌ
ﾛ
ｯ
ｸ

形
成

池
攪

拌
機

異
常

に
よ

る
攪

拌
不

足
又

は
過

剰
、

老
朽

化
に

よ
る

攪
拌

翼
破

損
濁

度
Ａ

ｃ
1

点
検

・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
修

繕
⇒

攪
拌

機
更

新

ポ
リ

塩
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

の
注

入
不

足
に

よ
る

フ
ロ

ッ
ク

沈
降

不
足

濁
度

Ａ
ｃ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
薬

品
注

入
率

変
更

⇒
当

該
池

使
用

停
止

清
掃

不
足

等
に

よ
る

傾
斜

板
ス

ラ
ッ

ジ
堆

積
大

濁
度

Ａ
ｃ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
当

該
池

使
用

停
止

清
掃

⇒

老
朽

化
、

地
震

等
に

よ
る

傾
斜

板
破

損
濁

度
Ａ

ｃ
1

点
検

・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
修

繕
⇒

当
該

池
使

用
停

止

急
速

ろ
過

池
逆

洗
異

常
（
水

量
異

常
、

設
定

異
常

）
に

よ
る

洗
浄

不
足

濁
度

Ａ
ｃ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
洗

浄
条

件
変

更
⇒

当
該

池
使

用
停

止

清
掃

不
足

に
よ

る
砂

等
の

流
出

異
物

Ａ
ｂ

1
定

期
清

掃
－

⇒
水

質
確

認
⇒

清
掃

⇒

劣
化

に
よ

る
内

面
防

水
塗

装
剥

離
異

物
Ａ

ｂ
1

定
期

清
掃

点
検

・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
⇒

清
掃

⇒
劣

化
補

修
工

事

水
処

理
用

薬
品

類
長

期
保

存
、

高
温

に
よ

る
品

質
低

下
残

留
塩

素
、

消
毒

副
生

成
物

、
濁

度
Ａ

ｄ
2

品
質

管
理

－
⇒

水
質

確
認

⇒
代

替
品

手
配

⇒

監
視

方
法

⇒
危

害
発

生
時

の
対

応
⇒

最
終

措
置

（
改

善
さ

れ
な

い
場

合
）

危
害

原
因

事
象

関
連

す
る

水
質

項
目

発
生

頻
度

影
響

程
度

ﾘｽ
ｸ

ﾚ
ﾍ
ﾞﾙ

危
害
原
因
事
象
、
関
連
水
質
項
目
、
リ
ス
ク
レ
ベ
ル
、
対
応
措
置
の
整
理
表

浄
水

場

浄
水

池

浄
水

場

着
水

井

薬
品

沈
澱

池

発
生

箇
所

対
応

措
置

の
内

容

箇
所

種
別

管
理

措
置

⇒
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（
予

　
防

）
（
処

　
理

）

薬
品

受
入

れ
ミ

ス
（
仕

様
外

）
残

留
塩

素
Ａ

ｃ
1

品
質

管
理

（
納

品
検

査
）

－
⇒

水
質

確
認

⇒
代

替
品

手
配

⇒

注
入

管
の

目
詰

り
、

劣
化

に
よ

る
破

損
残

留
塩

素
Ａ

ｄ
2

点
検

・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
修

繕
⇒

中
央

監
視

装
置

の
故

障
そ

の
他

（
機

器
異

常
）

Ａ
ｃ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
状

況
確

認
⇒

各
施

設
現

地
確

認
修

繕
⇒

水
質

監
視

装
置

の
故

障
濁

度
、

P
H

、
残

留
塩

素
Ａ

ｂ
1

点
検

・
補

修
水

質
検

査
⇒

状
況

確
認

手
分

析
⇒

修
繕

⇒

工
事

、
落

雷
に

よ
る

停
電

そ
の

他
（
施

設
停

止
）

Ｃ
ｂ

1
－

自
家

発
電

設
備

に
よ

る
施

設
保

全
⇒

状
況

確
認

⇒
施

設
・
設

備
の

異
常

調
査

⇒

テ
レ

メ
－

タ
等

の
通

信
設

備
故

障
（
落

雷
含

む
）

そ
の

他
（
機

器
異

常
）

Ｃ
ｂ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
状

況
確

認
⇒

各
施

設
現

地
確

認
修

繕
⇒

サ
ン

プ
リ

ン
グ

管
の

目
詰

り
、

ポ
ン

プ
故

障
そ

の
他

（
機

器
異

常
）

Ｂ
ａ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
予

備
機

切
替

修
繕

⇒

送
水

ポ
ン

プ
送

水
ポ

ン
プ

設
備

等
故

障
水

量
Ａ

ｄ
2

点
検

・
補

修
－

⇒
状

況
確

認
⇒

予
備

機
切

替
修

繕
⇒

府
営

水
受

水
受

水
制

限
水

量
Ｂ

ｃ
2

情
報

収
集

－
⇒

状
況

確
認

⇒
取

水
増

量
⇒

給
水

制
限

そ
の

他
テ

ロ
行

為
シ

ア
ン

、
そ

の
他

毒
性

物
質

Ａ
ｅ

5
赤

外
線

警
備

・
巡

視
－

⇒
状

況
確

認
水

質
監

視
⇒

水
質

検
査

排
水

・
洗

浄
作

業
⇒

送
配

水
停

止
給

水
停

止

清
掃

不
足

に
よ

る
砂

等
の

流
出

異
物

Ａ
ｂ

1
定

期
清

掃
－

⇒
水

質
確

認
⇒

清
掃

⇒

劣
化

に
よ

る
内

面
防

水
塗

装
剥

離
異

物
Ａ

ｂ
1

定
期

清
掃

点
検

・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
⇒

清
掃

⇒
劣

化
補

修
工

事

設
定

ミ
ス

、
注

入
ポ

ン
プ

等
異

常
に

よ
る

次
亜

塩
素

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

の
注

入
不

足
残

留
塩

素
、

鉄
、

マ
ン

ガ
ン

Ａ
ｃ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
予

備
機

切
替

薬
品

注
入

率
変

更
⇒

注
入

ポ
ン

プ
等

の
更

新

設
定

ミ
ス

、
注

入
ポ

ン
プ

等
異

常
に

よ
る

次
亜

塩
素

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

の
過

剰
注

入
残

留
塩

素
、

鉄
、

マ
ン

ガ
ン

Ａ
ｃ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
予

備
機

切
替

薬
品

注
入

率
変

更
⇒

注
入

ポ
ン

プ
等

の
更

新

対
応

措
置

の
内

容

箇
所

種
別

管
理

措
置

⇒
監

視
方

法
⇒

危
害

発
生

時
の

対
応

⇒
最

終
措

置
（
改

善
さ

れ
な

い
場

合
）

危
害

原
因

事
象

関
連

す
る

水
質

項
目

発
生

頻
度

影
響

程
度

ﾘｽ
ｸ

ﾚ
ﾍ
ﾞﾙ

水
処

理
用

薬
品

類

浄
水

場

危
害
原
因
事
象
、
関
連
水
質
項
目
、
リ
ス
ク
レ
ベ
ル
、
対
応
措
置
の
整
理
表

受
水

場
受

水
池

計
装

設
備

発
生

箇
所
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（
予

　
防

）
（
処

　
理

）

長
期

保
存

、
高

温
に

よ
る

品
質

低
下

残
留

塩
素

、
消

毒
副

生
成

物
Ａ

ｄ
2

品
質

管
理

－
⇒

水
質

確
認

（
毎

日
検

査
）

⇒
代

替
品

手
配

⇒

薬
品

受
入

れ
ミ

ス
（
仕

様
外

）
残

留
塩

素
Ａ

ｃ
1

品
質

管
理

（
納

品
検

査
）

－
⇒

水
質

確
認

（
毎

日
検

査
）

⇒
代

替
品

手
配

⇒

注
入

管
の

目
詰

り
、

劣
化

に
よ

る
破

損
残

留
塩

素
Ａ

ｄ
2

点
検

・
補

修
－

⇒
水

質
確

認
（
毎

日
検

査
）

⇒
修

繕
⇒

水
質

監
視

装
置

の
故

障
濁

度
、

P
H

、
残

留
塩

素
Ａ

ｂ
1

点
検

・
補

修
水

質
検

査
⇒

状
況

確
認

手
分

析
⇒

修
繕

⇒

工
事

、
落

雷
に

よ
る

停
電

そ
の

他
（
施

設
停

止
）

Ｂ
ｂ

1
－

自
家

発
電

設
備

に
よ

る
施

設
保

全
⇒

状
況

確
認

⇒
施

設
・
設

備
の

異
常

調
査

⇒

テ
レ

メ
－

タ
等

の
通

信
設

備
故

障
（
落

雷
含

む
）

そ
の

他
（
機

器
異

常
）

Ｃ
ｂ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
状

況
確

認
⇒

各
施

設
現

地
確

認
修

繕
⇒

サ
ン

プ
リ

ン
グ

管
の

目
詰

り
、

ポ
ン

プ
故

障
そ

の
他

（
機

器
異

常
）

Ｂ
ａ

1
点

検
・
補

修
－

⇒
水

質
確
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（３）  対応措置及び管理基準の設定 

①  対応措置の設定 

  現状の水道施設において危害に対する対応措置として、対応が可能で危害の発

生を防止し、その危害を軽減する管理措置とそれが機能しているかを確認するた

めの監視方法を整理しました。  

  対応措置は、５段階のリスクレベルで整理しました。リスクレベル１及び２に

ついては、通常の管理を継続し、経過観察するものとします。さらにレベル２で

は、効果的な運転、監視の方法を検討します。レベル３及び４については、浄水

場、受水場での薬品適正注入や配水管の洗浄作業などの対応として設定します。

水質基準を超過するレベル５については、原則として取水、送配水、給水停止な

どの緊急の対応として設定します。  

 

リスクレベルと対応措置 

 

対応措置内容

1 　取るに足らない 通常の管理を継続する

2 　考慮を要する
通常の管理を継続し、経過観察する
加えて効果的な管理方法について検討する

3 　やや重大
管理を強化し、現地調査する　（浄水場の薬品適正注入、配水管
の洗浄作業など）

4 　重大
管理を強化し、現地調査する　（浄水場の薬品適正注入、配水管
の洗浄作業など）
加えて施設改良など恒久的な対策を検討する

5 　甚大 原則として取水停止、送配水停止、給水停止とする

リスクレベル

 

 

②  対応措置の再確認  

  今回、危害を抽出した事象については、前項に既に規定されているが、危害の

抽出及び分析の結果リスクレベル３以上の事象を表にまとめ、特にリスクレベル

が３以上と評価されたものについて、再確認を行った。  

 

1) リスクレベル５  

リスクレベル５と評価された危害は、原水への耐塩素性病原生物（クリプト  

スポリジウム、ジアルジア）、毒物混入等のテロ行為、クロスコネクションで  

である。これらは、発生頻度は極めて低いものの、影響が甚大であることから  

リスクレベルが高くなったものである。  

 原水への耐塩素性病原生物の流入については、水源が全て深井戸であるため、 

レベル１に該当するが、レベル２である３ヶ月に１回原水の指標菌の検査を実  

施し対応している。  

 毒物混入等のテロ行為については、対策として赤外線による警備、監視カメ  

ラによる侵入防止のほか、日々の運転管理の中で水質監視を行っている。  
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 クロスコネクションについては、飲用井戸を使用されている方が給水工事を  

新規で分岐もしくは内線の改造を申請してきた場合、指導によりクロスコネク  

ションの解消に努めている。なお、給水工事は指定給水装置工事事業者により  

工事を行っている。  

 

2) リスクレベル３（リスクレベル４は無）  

リスクレベル３と評価された危害は、老朽化による管路の腐食（破損）もし  

くは管路及び貯水槽内部の残留塩素の異常である。  

  老朽化による管路の腐食（破損）については、現在老朽管の中でも漏水が過

去複数回発生したところを中心に更新を行っている。  

 管路及び貯水槽内部の残留塩素の異常については、異常原因を究明し、次亜  

塩素酸ナトリウムの注入量の変更、配水管からの排水、運用管理の見直し等を  

行うものとする。  
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③ 管理基準の設定  

  管理基準としては、管理措置が適切に機能しているかを判断し、監視の結果を

評価するため、これまでの運転実績、職員の経験的知見、過去の水質検査結果等

をもとに残留塩素、濁度、色度、ｐＨ値の４項目を設定しました。  

 

 

水質監視項目と管理基準 

水質監視項目 監視場所 管理基準 水質監視項目 監視場所 管理基準

薬品沈澱池前水 0.45～1.40㎎/L 薬品沈澱池後水 2.00度以下

浄水池 0.40～0.80㎎/L 浄水池 0.09度以下

府営水受水 0.20㎎/L以上
月夜田受水場送水（配

水池向け）
0.09度以下

月夜田受水場送水（配

水池向け）
0.50～0.80㎎/L 配水池出口 0.09度以下

配水池出口 0.30～0.70㎎/L 給水栓（毎日検査） 0.09度以下

給水栓（毎日検査） 0.20㎎/L以上 浄水池 2.00度以下

原水（着水井） 6.70～7.70
月夜田受水場送水（配

水池向け）
2.00度以下

浄水池 6.70～7.70 配水池出口 2.00度以下

月夜田受水場送水（配

水池向け）
6.70～7.70 給水栓（毎日検査） 2.00度以下

残留塩素

濁　度

色　度

ｐＨ値
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（４）  管理基準逸脱時の対応 

  管理基準を逸脱した場合には、項目毎に整理した対応方法に基づき適切な対応

を図ります。  

 

管理基準逸脱時の対応  

水質監視項目 監視場所 監視方法 管理基準

薬品沈澱池

入口

残留塩素計

及び

手分析

0.45～1.40㎎/L

①次亜塩素酸ナトリウム注入量設定値の確認・調整（前塩素処理）

②残留塩素計の点検・調整

③次亜塩素酸ナトリウム注入設備等の点検・予備設備への切替など

④処理水量減量（取水量通常の半分）⇒府営水受水量の増量

⑤必要に応じ送水停止、排水作業

浄水池

残留塩素計

及び

手分析

0.40～0.80㎎/L

①次亜塩素酸ナトリウム注入量設定値の確認・調整（前塩素処理）

②残留塩素計の点検・調整

③次亜塩素酸ナトリウム注入設備等の点検・予備設備への切替など

④処理水量減量（取水量通常の半分）⇒府営水受水量の増量

⑤必要に応じて送水停止、排水作業

府営水受水

残留塩素計

及び

手分析

0.20㎎/L以上

①府営水道事務所から情報収集

②残留塩素計の点検・調整

③次亜塩素酸ナトリウム注入量の調整（後塩素処理）など

④必要に応じて受水停止、排水作業

美濃山低区

配水池出口

水質自動

監視装置
0.30～0.70㎎/L

美濃山高区

配水場出口

水質自動

監視装置
0.30～0.70㎎/L

月夜田受水

送水

（配水池向け）

水質自動

監視装置
0.50～0.80㎎/L

①美濃山浄水場送水及び府営水残留塩素濃度確認

②次亜塩素酸ナトリウム注入量設定値の確認・調整（追加塩素処理）

③残留塩素計の点検・調整

④次亜塩素酸ナトリウム注入設備等の点検

・予備設備への切替など

西山第１

配水場出口

水質自動

監視装置
0.30～0.70㎎/L

①月夜田受水場送水の残留塩素濃度確認

②残留塩素計の点検・調整

③次亜塩素酸ナトリウム注入設備等の点検（月夜田受水場）

・予備設備への切替など

給水栓

毎日検査

採水箇所

水質自動

監視装置

及び

手分析

0.2㎎/L以上

①各系統配水池出口の残留塩素濃度確認

②残留塩素計の点検・調整

③配水管の洗浄作業実施

①浄水池の残留塩素濃度確認

②残留塩素計の点検・調整

対応方法

残留塩素
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水質監視項目 監視場所 監視方法 管理基準

薬品沈澱池

出口

濁度計

及び

手分析

2.00度以下

①原水水質、フロック形成池、薬品沈澱池の状況確認

②ポリ塩化アルミニウム注入量設定値の確認・調整

③濁度計の点検・調整

④ポリ塩化アルミニウム注入設備等の点検・予備設備への切替など

⑤処理水量減量（取水量通常の半分）⇒府営水受水量の増量

⑥必要に応じて送水停止、排水作業

浄水池

濁度計

及び

手分析

0.09度以下

①薬品沈澱池、急速ろ過池の状況確認

②ポリ塩化アルミニウム注入量設定値の確認・調整

③濁度計の点検・調整

④ポリ塩化アルミニウム注入設備等の点検・予備設備への切替など

⑤処理水量減量（取水量通常の半分）⇒府営水受水量の増量

⑥必要に応じて送水停止、排水作業

美濃山低区

配水池出口

水質自動

監視装置
0.09度以下

美濃山高区

配水場出口

水質自動

監視装置
0.09度以下

月夜田受水場

送水

（配水池向け）

水質自動

監視装置
0.09度以下

①美濃山浄水場送水及び府営水濁度確認

②濁度計の点検・調整

③受水量の調整（美濃山浄水場送水及び府営水）

西山第１

配水場出口

水質自動

監視装置
0.09度以下

①月夜田受水場送水の濁度確認

②濁度計の点検・調整

給水栓

毎日検査

採水箇所

水質自動

監視装置

及び

手分析

0.09度以下

①各系統配水池出口の濁度確認

②濁度計の点検・調整

③配水管の洗浄作業実施

浄水池

色度計

及び

手分析

2.00度以下

①薬品沈澱池、急速ろ過池の状況確認

②ポリ塩化アルミニウム注入量設定値の確認・調整

③色度計の点検・調整

④ポリ塩化アルミニウム注入設備等の点検・予備設備への切替など

⑤処理水量減量（取水量通常の半分）⇒府営水受水量の増量

⑥必要に応じて送水停止、排水作業

美濃山低区

配水池出口

水質自動

監視装置
2.00度以下

美濃山高区

配水場出口

水質自動

監視装置
2.00度以下

月夜田受水場

送水

（配水池向け）

水質自動

監視装置
2.00度以下

①美濃山浄水場送水及び府営水色度確認

②色度計の点検・調整

③受水量の調整（美濃山浄水場送水及び府営水）

西山第１

配水場出口

水質自動

監視装置
2.00度以下

①月夜田受水場送水の色度確認

②色度計の点検・調整

給水栓

毎日検査

採水箇所

水質自動

監視装置

及び

手分析

2.00度以下

①各系統配水池出口の色度確認

②色度計の点検・調整

③配水管の洗浄作業実施

原水

（着水井）

ｐＨ計

及び

手分析

6.70～7.70
①ｐＨ計の点検・調整

②原因調査

浄水池

ｐＨ計

及び

手分析

6.70～7.70
①着水井の状況確認

②ｐＨ計の点検・調整

月夜田受水場

送水

（配水池向け）

水質自動

監視装置
6.70～7.70

①美濃山浄水場送水及び府営水ｐＨ値確認

②ｐＨ計の点検・調整

③受水量の調整（美濃山浄水場送水及び府営水）

色度

対応方法

ｐＨ値

①浄水池の色度確認

②色度計の点検・調整

①浄水池の濁度確認

②濁度計の点検・調整
濁度
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第３章 水安全計画の管理運用  

１ . 運用と体制  

 水源における危害については、水源水質調査や関係機関との連携によって速やか

に発見し、情報連絡や現地調査により状況を的確に把握します。  

 浄水場では、原水から浄水までの水質を水質計器で常時監視するとともに、定期

的な水質検査により危害を早期に発見します。また、水源、浄水場、受水場、配水

池におけるリスクレベル３以上の危害発生時には、「八幡市上水道危機管理マニュ

アル」に基づいて対応措置を実施します。  

 送水、配水及び給水の過程における危害については、危害の原因に応じて水道管

の洗浄作業や布設替えなどの管理強化や施設更新等の対応措置を検討・実施します。 

なお、断水を伴う最終措置を講じる場合についても、「八幡市上水道危機管理マ

ニュアル」に基づいて応急給水活動を実施します。  

 効果的で継続的な水安全計画の運用を行うために、各係（浄水、施設、給水係）

が連携する管理運用体制を整備します。  

 

２ . 運用の記録と管理  

 浄水場における記録については、浄水場・受水場運転記録日誌に運転状況、水質

管理の状況、施設管理の状況を記録します。  

 配水管や給水管に不具合（漏水等）や苦情があった際に、漏水記録や市民相談処

理カードに記録します。  

 各記録については、各係と情報を共有するとともに、担当係において保管、整理

しておき定期的に集約を行います。  

 

３ . 検証と見直し  

 本計画は、水道水の安全性を保証し、安心、安全で良質な水を供給するためのも

のであり、関係機関の技術情報や各種関係法令などによる技術的観点及び経験的知

見からの妥当性を確認します。  

 また、本計画の実施について各種記録などから検証して、問題点や課題を整理し

見直しを行います。  

 本計画は、ＰＤＣＡサイクルを活用し、計画的かつ継続的な改善を図り、より一

層高いレベルで実効性のある水道システムの維持管理を行い、安心、安全で良質な

水の安定供給に努めます。  
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・ 危害分析 ・ 管理措置の実施による

・ 管理措置、管理基準、 リスクの軽減

対応方法等の設定 ・ 適切な水質試験の実施

・ 各種手順書、マニュア ・ 文書の記録と管理

ル等の作成

・ 計画全体の見直し ・ 妥当性の確認

・ 危害分析、管理措置、 (危害分析、管理措置、

対応方法等の見直し 対応方法)

・ 各種手順書、マニュア ・ 実施状況の検証

ル等の見直し

ＣＨＥＣＫ(検証)
ＡＣＴＩＯＮ
(見直し)

サイクル

ＰＤＣＡ

継続的改善

PLAN(計画) ＤＯ(運用)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


